
Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 ①事務の名称 　子ども・子育て支援法による子ども・子育て支援関する事務

 ②事務の内容

　札幌市では、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号、以下「支援法」という。）に基
づき、子ども・子育て支援に関する事務を行っている。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年５月31
日法律第27号、以下、「番号法」という。)別表の127項により個人番号を利用することができ
るのは、支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付
の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるものと
なっており、内閣府・総務省令では、第68条に関する事務と定められている。
　また、札幌市個人番号利用条例(平成27年10月6日条例第42号、以下「条例」という。)別表１
の21の項により、子どものための教育・保育給付の支給、地域子ども・子育て支援事業の実施
又は保育料の徴収に関する事務であって規則で定めるものにおいて個人番号を利用することが
できるとしている。
　ついては、特定個人情報ファイルを以下の事務で取り扱うこととする。
１　支援法に基づく教育・保育給付の資格に関する事務
２　支援法に基づく教育・保育給付の支給に関する事務
３　支援法に基づく施設等利用給付の資格に関する事務
４　支援法に基づく施設等利用給付の支給に関する事務
５　札幌市個人番号利用条例に基づく保育料の徴収に関する事務

 ③対象人数 [ 10万人以上30万人未満 ]

 ①システムの名称 　子ども・子育て支援新制度

 ②システムの機能

１　支援法に基づく施設型給付費等の教育・保育給付認定、施設等利用給付費の施設等利用給
付認定、利用調整、入所決定、施設・事業所の認可及び確認、施設型給付費等の給付、施設等
利用給付費の給付、利用者負担額の賦課・収納等を管理する。
２　教育・保育給付認定、施設等利用給付認定を申請、または認定を受けた世帯の宛名情報・
個人番号を管理する。
３　宛名システムから送付先情報を連携する。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ] その他 （ 庁内各業務システム )

＜選択肢＞
1) 1,000人未満 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満

 システム1

○ ○

○



 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 　中間サーバー・プラットフォーム

 ②システムの機能

　中間サーバー・プラットフォームは、情報提供ネットワークシステムやシステム基盤(市中間
サーバ及び団体内統合宛名)とデータの受け渡しをすることで、符号の取得や他情報保有機関間
の特定個人情報照会・提供の機能を有する。
１　符号管理
　情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定
するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報の保管・管理を行う。
２　情報照会
　情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及び情報提供
受領(照会した情報の受領)を行う。
３　情報提供
　情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報(連携対
象)の提供を行う。
４　既存システムとの接続
　システム基盤(市中間サーバ)と情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報(連携対象)、符
号取得のための情報等について連携を行う。
５　情報提供等記録の管理
　特定個人情報(連携対象)の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理す
る。
６　情報提供データベース管理
　特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理を行う。
７　データの送受信
　情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシステム)と情報照会、情報提供、符号取
得のための情報等について連携を行う。
８　セキュリティ管理
　特定個人情報(連携対象)の暗号化及び復号や、電文への署名付与、電文及び提供許可証に付
与されている署名の検証、それらに伴う鍵管理を行う。また、情報提供ネットワークシステム
(インターフェイスシステム)から受信した情報提供ネットワークシステム配信マスター情報の
管理を行う。
９　職員認証・権限管理
　中間サーバー・プラットフォームを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた
各種機能や特定個人情報(連携対象)へのアクセス制御を行う。
10　システム管理
　バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行
う。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ] その他 （ システム基盤（市中間サーバ） )

○

○



 システム3

 システム4

 ①システムの名称 　システム基盤（市中間サーバ）

 ②システムの機能

　中間サーバー・プラットフォームと庁内各業務システムの間に立ち、セキュリティの境界と
しての役割を果たすとともに、中間サーバー・プラットフォームの稼働時間などの要件が、庁
内の各業務システムに与える影響を吸収する。また、フォーマット変換やコード変換など、各
システムでそれぞれに開発すると非効率になってしまう機能を集約する。
１　サーバー・プラットフォームとの情報連携
　中間サーバー・プラットフォームに対して、符号取得、情報転送、情報照会に関する連携を
行う。
２　フォーマット・コード変換
　中間サーバー・プラットフォームへの連携を行う場合及び庁内各業務システムへの連携を行
う場合に、それぞれが受け取れるデータのフォーマットや、コードへ変換を行う。
３　システム基盤(団体内統合宛名)との情報連携
　中間サーバー・プラットフォームとの間で、情報転送・情報照会を行う際は、団体内統合宛
名番号が必要となるため、団体内統合宛名番号をシステム基盤(団体内統合宛名)から取得す
る。また、庁内各業務システムへ情報照会結果を返却する際は、庁内各業務システムで管理し
ている番号へ変換するために、システム基盤(団体内統合宛名)から庁内各業務システムで管理
している番号を取得する。
４　各業務システムとの情報連携
　中間サーバー・プラットフォームとの間で、情報転送・情報照会を行う際の要求や、その結
果を庁内各業務システムとの間で連携する。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ] その他 （
中間サーバー・プラットフォーム、システム基盤（団体統合宛名、
個人基本）、庁内各業務システム

)

 ①システムの名称 　システム基盤（団体内統合宛名）

 ②システムの機能

　団体内統合宛名番号・個人番号・各業務で管理している番号の紐付け管理の機能を有する。
１　団体内統合宛名番号の登録・管理
　個人番号を把握したことを契機として、団体内統合宛名番号の付番と、個人番号や各業務で
管理している番号の関連づけを行う。
２　符号取得状況の管理
　中間サーバー・プラットフォームとの間で、符号取得が完了しているかの状況管理を行う。
３　団体内統合宛名番号の検索
　個人番号・各業務で管理している番号等を検索条件とした団体内統合宛名番号検索を行う。
４　職員認証・権限の管理
　システム基盤(団体内統合宛名)を利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各
種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う。
５　情報連携記録の管理
　情報連携記録の生成・管理を行う。
６　セキュリティの管理
　庁内各業務システム専用エリア利用のためのID・パスワードの管理及びユーザの認証を行
う。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ] その他 （ システム基盤（市中間サーバ、個人基本） )

○

○

○



 システム5

 システム6～10

 システム6

 ①システムの名称 　システム基盤（個人基本）

 ②システムの機能

　既存住基システムより住民基本台帳の情報を受領し、情報を再編成のうえ、庁内の住民基本
台帳の情報を必要とするシステムへ、情報移転するためのシステム機能を有する。住民基本台
帳ファイル利用申請を行い、承認を受けているシステムにのみ住民基本台帳の情報を連携す
る。
１　既存住基システムからのデータ受領
　既存住基システムで発生した異動データを受領し、情報連携が認められた情報移転先のシス
テムに、必要と認められた項目について送信する。
２　住記異動情報の連携
　随時(リアルタイム)で既存住基システムから送信された異動データについて、要求に応じて
システム基盤(団体内統合宛名)や庁内各業務システムへ渡す。
　※当該異動データには個人番号が含まれるが、個人番号を利用しない業務システムに対して
は個人番号を含まないデータ内容で連携する。
３　システム基盤(市中間サーバ)への情報転送
　番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表に定められた情報システム基盤(市中間サー
バ)へ転送する。
４　職員認証・権限の管理
　各システムで適切にアクセス制御を行えるよう、システムを利用する職員の認証情報を管理
する。
５　情報連携記録の管理
　情報連携記録の生成・管理を行う。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ] その他 （ )

 ①システムの名称 　住民基本台帳ネットワークシステム

 ②システムの機能

　居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステ
ムであり、次の機能を有する。
１　本人確認情報検索
　統合端末において入力された４情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確
認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。
２　機構への情報照会
　全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は４情報の組合せをキーとした本人確認情報
照会要求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。
３　本人確認情報整合
　本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事が都道府県サーバにおいて保有している都道府
県知事保存本人確認情報ファイル及び機構が全国サーバにおいて保有している機構保存本人確
認情報ファイルと整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合
性確認用本人確認情報を提供する。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ] その他 （ )

システム基盤（市中間サーバ、団体内統合宛名）、庁内各業務シス
テム

○



 ３．特定個人情報ファイル名

 ４．個人番号の利用 ※

 ５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ６．評価実施機関における担当部署

 ７．他の評価実施機関

子ども・子育て支援新制度教育・保育給付認定等情報ファイル

 法令上の根拠
番号法第９条第１項　別表の127の項、番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成
26年内閣府・総務省令第５号）第68条、番号法第９条第２項及び条例第４条第１項　別表第一
の21の項

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠
番号法第19条第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令（令和６年デジタル庁・総
務省令第９号）第２条の表155の項

 ①部署 　札幌市　子ども未来局　子育て支援部　保育推進課

 ②所属長の役職名 　保育推進課長

－

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定


